
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
医
療
機
関 

ひ
ろ
せ
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ

ク 熊
谷
市
休
日
・
夜
間
急
患

診
療
所 

指
扇
病
院
附
属 

笹
目

ク
リ
ニ
ッ
ク 

草
加
す
ず
の
き
ク
リ
ニ
ッ

ク 肥
田
医
院 

は
ら
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
財
団
東
京
勤

労
者
医
療
会
み
さ
と
協

立
病
院 

名 

称 

朝
霞
市
西
弁
財
二―

六―

三
四
ヴ
ィ
ラ
ク
レ
ー

ル
Ⅱ
一
階 

熊
谷
市
大
原
一―

五―

三
六 

戸
田
市
笹
目
五―

二
〇―

一
〇 

草
加
市
高
砂
二―

一
七―

三
二 

草
加
市
谷
塚
町
一
一
九
三―

五 

所
沢
市
東
所
沢
三―

九―

一
三 

三
郷
市
田
中
新
田
二
七
三―

一 

所 
在 

地 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

廃
止
年
月
日 

91cf9198ddfc3fbf0e304d85a9ff3f70



 

医
療
法
人
社
団
洋
仁
会 

コ
コ
ネ
歯
科
医
院 

佐
野
医
院 

一
ノ
割
駅
前
休
日
診
療

所 医
療
法
人
社
団
心
司
会 

ク
リ
ニ
ッ
ク
し
ょ
う
わ 

医
療
法
人
名
越
内
科
医

院 医
療
法
人
社
団
緑
風
会 

あ
お
ぞ
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク 

み
わ
の
え
整
形
外
科 

ふ
じ
み
野
こ
こ
ろ
の
ク
リ

ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
仁
勝
会

中
川
内
科
小
児
科
医
院 

新
座
す
ず
の
き
ク
リ
ニ
ッ

ク す
ず
の
き
メ
ン
タ
ル
ケ
ア

ク
リ
ニ
ッ
ク 

ふ
じ
み
野
市
霞
ケ
丘
一―

二―

二
七―

二
〇
四 

鴻
巣
市
松
原
一―

三―

一
七 

春
日
部
市
一
ノ
割
一―

七―

六 

一
〇
二 

春
日
部
市
下
柳
一
〇
八
八 

春
日
部
市
大
枝
八
九
武
里
団
地
一―

一
五―

一
〇
一 

幸
手
市
緑
台
一―

三―

一
四
増
田
第
七
ビ
ル

二
〇
三
号
室 

吉
川
市
三
輪
野
江
四
六
〇 

富
士
見
市
ふ
じ
み
野
西
一―

一
七―

三
ハ
ピ
ネ

ス
ビ
ル
ふ
じ
み
野
五―

Ｂ 

富
士
見
市
西
み
ず
ほ
台
一―

二
〇―

六
み
ず
ほ

台
ビ
ル
二
階 

新
座
市
野
火
止
六―

三―

二
三 

久
喜
市
久
喜
中
央
二―

七―

二
〇 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
十
五

日 令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 



 

あ
お
ぞ
ら
薬
局 

カ
イ
エ
ー
薬
局 

お
お
い
カ
イ
エ
ー
薬
局 

み
よ
し
薬
局 

し
の
は
ら
歯
科
医
院 

む
ら
か
み
歯
科
医
院 

市
川
歯
科
医
院 

松
本
歯
科
医
院 

林
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

歯
科
み
ら
い
ク
リ
ニ
ッ
ク

上
藤
沢 

ア
カ
シ
ッ
ク
吉
川
団
地
歯

科 

ふ
じ
み
野
市
大
井
中
央
四―

一
四―

二
六 

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
一―

九―

二
八 

ふ
じ
み
野
市
旭
一―

一
八―

三
二 

入
間
郡
三
芳
町
藤
久
保
一
四―

二 

羽
生
市
北
一―

一
〇―

二
四 

草
加
市
手
代
三―

二
一―

一
〇 

上
尾
市
上
新
梨
子
下
七
四
一―
一 

比
企
郡
鳩
山
町
今
宿
三
二
一 

八
潮
市
茜
町
一―

三―

二
パ
ー
ク
コ
ー
ト
ケ
ン

エ
イ
Ⅱ
一
〇
二 

入
間
市
上
藤
沢
六
四
七―

三 

吉
川
市
吉
川
団
地
一―

七―

一
〇
五 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
四
月
九
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
二
十

日 



 
 

さ
ん
く
す
薬
局 

原
市
店 

ホ
ッ
ペ
薬
局 

浅
間
台

店 ホ
ッ
ペ
薬
局 

本
町
店 

中
央
薬
局
三
ヶ
尻
店 

在
宅
支
援
く
に
た
ま
薬
局 

ぐ
り
む
薬
局 

セ
キ
薬
局 

吉
川
店 

つ
ば
さ
薬
局 

よ
つ
ば
薬
局 

さ
さ
め
薬
局 

こ
ま
薬
局 

上
尾
市
原
市
中
三―

一―

八 

上
尾
市
浅
間
台
三―

二
八―

一
一 

上
尾
市
本
町
六―

八―

二
二 

熊
谷
市
三
ケ
尻
四
八―

二 

熊
谷
市
河
原
町
一―

四
〇
リ
ヴ
ェ
ー
ル
コ
ー
ト

一―

Ｂ
号
室 

東
松
山
市
松
葉
町
一―

一―

三
九 

吉
川
市
栄
町
八
九
六 

富
士
見
市
鶴
馬
二
六
〇
九―

一
六
Ｌ
・
Ｒ
ａ
ｄ

ｉ
ｃ
ｅ
一
階 

富
士
見
市
鶴
馬
二
六
〇
五―

一
〇
え
り
美
ビ
ル

一
Ｆ 

戸
田
市
笹
目
五―

二
〇―

九 

ふ
じ
み
野
市
駒
林
元
町
二―

一―

三
九
プ
リ
ベ

ン
ト
Ｔ
．
Ｓ
ビ
ル
一
階 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
二
十

五
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

 

コ
ス
モ
薬
局 

新
座
店 

防
衛
医
学
振
興
会
薬
局 

み
よ
の
台
薬
局 

児
玉

店 

新
座
市
東
北
一―

六―

二 
所
沢
市
並
木
三―

一―

一―

一
〇
四 

本
庄
市
児
玉
町
児
玉
五
九
四―

二 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
八
年
三
月
三
十

一
日 

川
原 

萌
子 

氏 
 

名 

 

住
所 

在
宅
マ
ッ
サ
ー
ジ
た

ん
ぽ
ぽ
西
東
京 

名 
 

称 

施 
 

術 
 

所 

東
京
都
西
東
京
市
田
無
町

二―

一
三―

一
一―
三
〇

一 

所 
在 

地 

令
和
八
年
四
月
十
九

日 

廃
止
年
月
日 
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